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第六僚

天皇は、闘曾の指名.に基いてー内閣線理大臣を任命する，励金官、k-TWK

天皇4は4内閣の誼帽により、国民のために、左の園務を行ふ.
第七僚‘・...

・同-"

憲法改正、法律九政令及び僚約を公布すること。
--...

-司包‘

図曾を召集すること。衆議院を解散ナること@
囚

図曾議員の線選事の施行を公示するごとJ闘務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任発並びに金権委任欺及び大使及び八ム一使の
五

信任放を認鐙ナること。ムハパ・大赦、特赦、減刑、刑の執行の発除及び復穫を認置すること。
七

祭典を授鼠ハナること。
八

批准最長び法律の定めるその他の外交文書を認設オること。
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外閣の一大使及び公伎を接受ナることγ
唖

←十

儀式を行ふこと。
第八傑

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜輿ナることは、園舎
の議決に仲掛かなければならない。

第二章

戦争のぬ楽

第九傑

閣の主樵の愛動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他固との聞の紛争の解決の手段としては、永久にこれを描棄する。aミド'M併を滞持して巾伝A句界、必吋『之ポ全陸海空軍その他の戦bJ，E.閣の交戦権はJ認めあ挽をい.第一一一章一国民の撚利及び義務
第十傑

園民は、ナべての基本的人擦の享有を妨げられない.この憲法が闘民に保障する基本的人棋は、佼ナζとのできない、永久の権利としてー現在及び将来の闘民に輿へられる.五


